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行政改革推進プランの見直しについて 

 

１ プランの概要 

⑴ 位置付け等 

・ 平成２２年３月に策定した「第４次宇都宮市行政改革大綱（以下「第４次大綱」

という。）」に基づく改革を着実に推進するため，第４次行政改革における具体的な

改革の取組とその実施時期等を定める，「アクションプラン」に該当するもの 

・ 「第４次大綱」の基本目標を効果的に実現するため，「新規取組の追加」や    

「取組内容の充実」など，適宜，見直しを行う。 

  【参考】第４次大綱の体系 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 計画期間 

  平成２２年度から２６年度までの５年間（第４次大綱の計画期間に同じ。） 

⑶ 現行プランの進捗状況（平成２４年９月に行政改革推進懇談会に報告） 

   現行プランに計上する８３取組について，おおむね予定どおり進んでいる。 

⑷ 見直しの進め方 

・ 本市を取り巻く社会経済環境の変化や国の動向等に柔軟に対応し，継続的な改善

に取り組みながら，「第４次大綱」に基づく改革を推進するため，毎年度，「新規   

取組の計上」や「取組内容の充実」，「スケジュールの変更」等の見直しを行う。 

・ なお，透明性や客観性を確保する観点から，見直しに当たっては，外部有識者で   

構成する「宇都宮市行政改革推進懇談会」から意見聴取を行うとともに，プランに  

見直しの経過，内容を記載する。 

　
　第４次　宇都宮市行政改革大綱
　（施策・事業を実現するための改革の考え方・あり方を定めるもの）

　◎　基本目標
　「　「共創」と「選択・集中」による　持続可能なまちづくりへの基盤の強化　」

　◎　改革の柱

市民の力の発揮 事業等の徹底した検証 健全な財政構造の確立効率的な執行体制の確立

　行政改革推進プラン
　（大綱に基づく具体的な取組とその実施時期等を定めるもの）

資 料 
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２ 見直し（案） 

⑴ 見直しの基本的な考え方 

厳しい社会経済環境の中，複雑・高度化する行政課題に適切に対応していくため，

以下の３つの視点について，見直しを行った。 

・ 公（市）と民（事業者等）が協力して知恵や資金，ノウハウを持ち寄り，「市民サービ

スの向上」と「経費の縮減」を実現する「公民連携」（いわゆるＰＰＰ）の推進 

 ・ 環境にやさしい持続可能な社会の実現に向けた市民との協働による省エネルギー

の推進 

 ・ 市民ニーズや国の動向を踏まえた窓口サービスの見直しによる市民サービスの向上 

 

⑵ 見直しの内容 

別紙１のとおり（見直し後のプラン（案）は別紙２のとおり） 

  【行政改革推進プランの取組数】 

区  分 対象取組数 増  減 

現行プラン ８３取組 

新規計上 ８取組 ＋８取組 

取組内容の充実・強化 ４取組 ― 

取組内容の変更 ２取組 ― 

取組スケジュールの変更 ５取組 ― 

見直し（案） ９１取組 

 


